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（説明） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）

の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
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   府中市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 府中市手数料条例（平成１２年３月府中市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

 別表の５審査事務関係の表１５の項単位・金額の欄第１号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２６，０００

円」を「１６，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ(ｲ) 

ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの        ２６，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１５の項単位・金額の欄第１号イ(ｲ)ｃ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２６，０００

円」を「１６，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｃ(f)を同号イ(ｲ)ｃ(g)とし、同号イ(ｲ)

ｃ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｃ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｃ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの        ２６，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１５の項単位・金額の欄第１号ウ(ｲ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２６，０００円」を 

「１６，０００円」に改め、同号ウ(ｶ)を同号ウ(ｷ)とし、同号ウ(ｳ)から(ｵ)までを同

号ウ(ｴ)から(ｶ)までとし、同号ウ(ｲ)の次に次のように加える。 

  (ｳ) 建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの                  ２６，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１５の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１８０，０００

円」を「１３８，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ 

(ｲ)ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のよう

に加える。 
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    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの       １８０，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１５の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｃ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「３８４，０００

円」を「３００，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｃ(f)を同号イ(ｲ)ｃ(g)とし、同号イ 

(ｲ)ｃ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｃ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｃ(b)の次に次のよう

に加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの       ３８４，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１５の項単位・金額の欄第２号ウ(ｲ)中「２，０００

平方メートル」を「、１，０００平方メートル」に、「３８４，０００円」を 

「３００，０００円」に改め、同号ウ(ｶ)を同号ウ(ｷ)とし、同号ウ(ｳ)から(ｵ)までを

同号ウ(ｴ)から(ｶ)までとし、同号ウ(ｲ)の次に次のように加える。 

  (ｳ) 建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの                 ３８４，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１６の項単位・金額の欄第１号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１８，０００

円」を「１１，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ(ｲ) 

ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの        １８，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１６の項単位・金額の欄第１号イ(ｲ)ｃ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１８，０００

円」を「１１，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｃ(f)を同号イ(ｲ)ｃ(g)とし、同号イ(ｲ) 

ｃ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｃ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｃ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの        １８，０００円 
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 別表の５審査事務関係の表１６の項単位・金額の欄第１号ウ(ｲ)中「２，０００

平方メートル」を「、１，０００平方メートル」に、「１８，０００円」を 

「１１，０００円」に改め、同号ウ(ｶ)を同号ウ(ｷ)とし、同号ウ(ｳ)から(ｵ)までを同

号ウ(ｴ)から(ｶ)までとし、同号ウ(ｲ)の次に次のように加える。 

  (ｳ) 建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの                  １８，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１６の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「９６，０００

円」を「７２，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ(ｲ) 

ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの        ９６，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１６の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｃ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１９８，０００

円」を「１５４，０００円」に改め、同号イ(ｲ)ｃ(f)を同号イ(ｲ)ｃ(g)とし、同号イ 

(ｲ)ｃ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｃ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｃ( b )の次に次のよう

に加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの       １９８，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１６の項単位・金額の欄第２号ウ(ｲ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、「１件につき」を削り、

「１９８，０００円」を「１５４，０００円」に改め、同号ウ(ｶ)を同号ウ(ｷ)とし、

同号ウ( ｳ )から(ｵ)までを同号ウ(ｴ)から(ｶ)までとし、同号ウ( ｲ )の次に次のように加え

る。 

  (ｳ) 建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの                 １９８，０００円 

 別表の５審査事務関係の表１８の項単位・金額の欄第１号ア中「２，０００平

方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２７，１００円」を 
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「１６，７００円」に改め、同号オを同号カとし、同号イからエまでを同号ウか

らオまでとし、同号アの次に次のように加える。 

 イ 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの                   ２７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表１８の項単位・金額の欄第２号ア(ｱ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「３６７，１００円」を 

「２８４，４００円」に改め、同号ア(ｵ)を同号ア(ｶ)とし、同号ア(ｲ)から(ｴ)までを

同号ア(ｳ)から(ｵ)までとし、同号ア(ｱ)の次に次のように加える。 

  (ｲ) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの                ３６７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表１８の項単位・金額の欄第２号イ(ｱ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１４５，７００円」を 

「１１０，７００円」に改め、同号イ(ｵ)を同号イ(ｶ)とし、同号イ(ｲ)から(ｴ)までを

同号イ(ｳ)から(ｵ)までとし、同号イ(ｱ)の次に次のように加える。 

  (ｲ) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの                １４５，７００円 

 別表の５審査事務関係の表１９の項単位・金額の欄第１号ア中「２，０００平

方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１９，１００円」を 

「１１，８００円」に改め、同号オを同号カとし、同号イからエまでを同号ウか

らオまでとし、同号アの次に次のように加える。 

 イ 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの                   １９，１００円 

 別表の５審査事務関係の表１９の項単位・金額の欄第２号ア(ｱ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２５７，１００円」を 

「１９９，２００円」に改め、同号ア(ｵ)を同号ア(ｶ)とし、同号ア(ｲ)から(ｴ)までを

同号ア(ｳ)から(ｵ)までとし、同号ア(ｱ)の次に次のように加える。 

  (ｲ) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの                ２５７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表１９の項単位・金額の欄第２号イ(ｱ)中「２，０００
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平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１０２，１００円」を 

「７７，６００円」に改め、同号イ(ｵ)を同号イ(ｶ)とし、同号イ(ｲ)から(ｴ)までを同

号イ(ｳ)から(ｵ)までとし、同号イ( ｱ )の次に次のように加える。 

  (ｲ) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの                １０２，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２０の項単位・金額の欄第１号ア中「２，０００平

方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１９，１００円」を 

「１１，８００円」に改め、同号オを同号カとし、同号イからエまでを同号ウか

らオまでとし、同号アの次に次のように加える。 

 イ 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの                   １９，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２０の項単位・金額の欄第２号ア(ｱ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２５７，１００円」を 

「１９９，２００円」に改め、同号ア(ｵ)を同号ア(ｶ)とし、同号ア(ｲ)から(ｴ)までを

同号ア(ｳ)から(ｵ)までとし、同号ア(ｱ)の次に次のように加える。 

  (ｲ) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの                ２５７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２０の項単位・金額の欄第２号イ(ｱ)中「２，０００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１０２，１００円」を 

「７７，６００円」に改め、同号イ(ｵ)を同号イ(ｶ)とし、同号イ(ｲ)から(ｴ)までを同

号イ(ｳ)から(ｵ)までとし、同号イ(ｱ)の次に次のように加える。 

  (ｲ) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの                １０２，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２１の項単位・金額の欄中「第３０条第２項」を「第

３５条第２項」に改め、同欄第１号中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１

項各号」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(b)中「２，０００平方メートル」を「１，０００平

方メートル」に、「２７，１００円」を「１６，７００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)

を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ(ｲ)ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、

同号イ(ｲ)ｂ( b )の次に次のように加える。 
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    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの             ２７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２１の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「３６７，１００

円」を「２８４，４００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ

(ｲ)ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のよう

に加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの            ３６７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２１の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｃ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１４５，７００

円」を「１１０，７００円」に改め、同号イ(ｲ)ｃ(f)を同号イ(ｲ)ｃ(g)とし、同号イ

(ｲ)ｃ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｃ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｃ(b)の次に次のよう

に加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの            １４５，７００円 

 別表の５審査事務関係の表２２の項単位・金額の欄中「第３１条第２項」を「第

３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に改め、同欄第１号

中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１９，１００

円」を「１１，８００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ(ｲ)

ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの             １９，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２２の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｂ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「２５７，１００

円」を「１９９，２００円」に改め、同号イ(ｲ)ｂ(f)を同号イ(ｲ)ｂ(g)とし、同号イ

(ｲ)ｂ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｂ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｂ(b)の次に次のよう
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に加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの            ２５７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２２の項単位・金額の欄第２号イ(ｲ)ｃ(b)中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１０２，１００

円」を「７７，６００円」に改め、同号イ(ｲ)ｃ(f)を同号イ(ｲ)ｃ(g)とし、同号イ(ｲ)

ｃ(c)から(e)までを同号イ(ｲ)ｃ(d)から(f)までとし、同号イ(ｲ)ｃ(b)の次に次のように

加える。 

    (c) 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの            １０２，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２３の項単位・金額の欄第１号中「第２条第３号」

を「第２条第１項第３号」に改め、同号イ(ｲ)ｂ中「２，０００平方メートル」を

「１，０００平方メートル」に、「２７，１００円」を「１６，７００円」に改

め、同号イ(ｲ)ｆを同号イ(ｲ)ｇとし、同号イ(ｲ)ｃからｅまでを同号イ(ｲ)ｄからｆま

でとし、同号イ(ｲ)ｂの次に次のように加える。 

   ｃ 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの               ２７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２３の項単位・金額の欄第２号イ (ｴ)ｂ中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「３６７，１００

円」を「２８４，４００円」に改め、同号イ(ｴ)ｆを同号イ(ｴ)ｇとし、同号イ(ｴ)ｃ

からｅまでを同号イ(ｴ)ｄからｆまでとし、同号イ(ｴ)ｂの次に次のように加える。 

   ｃ 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの              ３６７，１００円 

 別表の５審査事務関係の表２３の項単位・金額の欄第２号イ ( ｵ )ｂ中 

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に、「１４５，７００

円」を「１１０，７００円」に改め、同号イ(ｵ)ｆを同号イ(ｵ)ｇとし、同号イ(ｵ)ｃ

からｅまでを同号イ(ｵ)ｄからｆまでとし、同号イ(ｵ)ｂの次に次のように加える。 

   ｃ 当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの              １４５，７００円 
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 別表の５審査事務関係の表備考第１４項を同表備考第１６項とし、同表備考第

１１項から第１３項までを２項ずつ繰り下げ、同表備考第１０項中「第２９条第

３項各号」を「第３４条第３項各号」に改め、同項を同表備考第１２項とし、同

表備考第９項中「第２９条第３項各号」を「第３４条第３項各号」に改め、同項

を同表備考第１１項とし、同表備考第８項を同表備考第１０項とし、同表備考第

５項から第７項までを２項ずつ繰り下げ、同表備考第４項中「第２９条第３項各

号」を「第３４条第３項各号」に改め、同項を同表備考第６項とし、同表備考第

３項中「第２９条第３項各号」を「第３４条第３項各号」に改め、同項を同表備

考第５項とし、同表備考第２項の次に次の２項を加える。 

  ３ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第１号ただ

し書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方

法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有

することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能確保計画

の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建

築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料又は建築物エ

ネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額は、それぞれ１８の項第２

号ア、１９の項第２号ア、２０の項第２号ア又は２３の項第２号イ(ｴ)に掲

げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。 

  ４ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第１号ただ

し書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方

法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有

することが確かめられ、かつ、同令第１０条第１号ただし書に規定する国

土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法に

よって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のた

めに誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合にお

ける建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネル

ギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、それぞれ２１の項第２

号イ(ｲ)ｂ又は２２の項第２号イ(ｲ)ｂに掲げる標準入力法等による場合と
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みなして算出した額とする。 

   付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  


